
－地域の桜活性化プロジェクト－ 

さくら公園（新屋大川端帯状近隣公園）追肥・下枝払い作業への 

ご協力のお願い 
   
さくら公園（新屋大川端帯状近隣公園）および新屋大川散歩道周辺には 400 本を超え

る桜が植樹されており、朝夕の散歩、通勤・通学などで行き交う人々の目を楽しませる

とともに、観桜会シーズンには１万人を超える市民で賑わう桜の名所となっています。 

このプロジェクトは、樹勢の衰え、樹形の乱れなどがみられるようになってきた桜の

手入れを地域と行政が協力して行うことで、貴重な地域資源を永く将来に引き継ぐこと

を目的とするものです。 

このたび、本格的な取り組みの第一弾として、新屋大川端帯状近隣公園を対象に、  

以下により、追肥と試験的な下枝払い作業を行うことにしましたので、近隣の皆様のご

協力をお願い申し上げます。 

ＮＰＯ法人新屋参画屋 

秋田市西部市民サービスセンター 

 
 

１ 日  時  平成 27 年 10 月 31 日（土） 9:00～10:30 

２ 集合場所  新屋桜橋上流の噴水付近 

３ 作業内容 

（１）追肥作業 

樹枝先端下付近に、配合肥料を１本あたり１～２掴み撒く作業です。 

新屋大川端帯状近隣公園全体について実施します。 
（２）試験的な下枝払い作業 

剪定用ノコギリで手の届く範囲の下枝を剪定し、切り口に薬品を塗布します。 
枝は 50cm 以内に分断のうえ集積し、後日、市が回収するものです。 
試験的な取り組みですので、観桜会が行われる噴水付近を中心に、時間内にでき

る範囲で実施します。（※詳細は、当日、作業前に説明します。） 

４ 服装・持ち物など 

・汚れても良い作業用の服装でおいでください。（軍手は支給します。） 

・土手の傾斜がありますので、靴はすべりにくいしっかりしたものをお願いします。 

・剪定用のノコギリをお持ちの方はご持参ください。 

５ 参加申し込み 

ボランティア保険の加入を予定していますので、参加される方は 10 月 29 日（木）

までに下記にご連絡ください。（できるだけ団体ごとに申し込みをお願いします。） 

 

 （申し込み先） 秋田市西部市民サービスセンター 総務担当 ℡888-8080 

 

※荒天の場合 11月７日（土）9:00～に順延。前日、西部市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認下さい。 

http://www.city.akita.akita.jp/city/sc/ws/default.htm 


